
博物館の登録および博物館に相当する施設の指定手続きの標準的な流れ

申請者

②申請時期や書類の確認

時期などを調整します。

③申請書類を提出してください。

④申請に必要な要件が

整っているが事前に確認

します。

⑤事前相談後の申請書類を提出してください。

　　　　⑥⑦

　　⑦

⑨審査基準に適合すると認められた場合、登録を行います。

⑪登録した旨を通知します。

⑩博物館登録原簿へ記載

⑫滋賀県HPで公表

滋賀県文化スポーツ部文化芸術振興課

美の魅力発信推進室

学識経験者から

の意見聴取
申請書提出

調査対応 実地調査

受付事前連絡

事前相談 事前書類確認

申請書提出 書面審査

①申請する際は、滋賀県文化スポーツ部

    文化芸術振興課美の魅力発信推進室へ

    事前にご連絡ください。

⑧申請書類の内容と合致しているか

　などを現地で確認します。
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学識経験を有

する者へ意見

を伺います。

場合によっては、書類に是正が必要と

なる場合があります。


